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愛媛県下で、労働災害が増加している。
飲食店においても、対前年比で増加している。

災害発生状況
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      局  署  別

業  種  別 件数 増減率

(6) 964 (8) 927 +37 +4.0% (5) 351 356 274 (1) 257 (1) 148 137 110 (3) 111 81 (4) 66

336 (4) 285 +51 +17.9% 83 82 137 116 63 45 43 (2) 32 10 (2) 10

92 (1) 72 +20 +27.8% 43 40 25 15 2 2 19 (1) 12 3 3

9 10 -1 -10.0% 1 3 4 4 4 3

2 1 +1 +100.0% 2 1

22 19 +3 +15.8% 9 7 3 8 9 4 1

2 1 +1 +100.0% 1 1 1

17 26 -9 -34.6% 17 26

22 19 +3 +15.8% 1 2 20 16 1 1

1 1 1 1

11 17 -6 -35.3% 6 10 9 1 1 1

12 14 -2 -14.3% 3 2 2 3 4 6 4 2

12 5 +7 +140.0% 1 11 4 1

6 +6 2 4

30 28 +2 +7.1% 6 7 11 11 12 9 1 1

30 24 +6 +25.0% 7 6 19 15 4 3
6 3 +3 +100.0% 2 2 1 2 1 1

36 (2) 28 +8 +28.6% 1 1 4 5 29 17 1 (1) 3 1 (1) 2

(1) 1 -1 -100.0% (1) 1

26 16 +10 +62.5% 8 10 10 2 1 3 4 3 1

7 10 -3 -30.0% 2 3 5 7

(2) 126 (1) 133 -7 -5.3% (2) 44 47 34 (1) 31 20 27 12 17 16 11

(1) 46 (1) 48 -2 -4.2% (1) 17 15 9 (1) 8 9 9 3 9 8 7

(1) 62 66 -4 -6.1% (1) 19 29 17 14 9 14 9 8 8 1
うち木造家屋建築工事業 12 22 -10 -45.5% 4 4 1 2 3 12 1 4 3

18 19 -1 -5.3% 8 3 8 9 2 4 3

10 6 +4 +66.7% 7 4 1 1 1 1 1

(2) 92 89 +3 +3.4% (1) 38 40 30 26 (1) 10 9 10 9 4 5

9 4 +5 +125.0% 1 1 8 3
う ち 港 湾 運 送 業 4 1 +3 +300.0% 4 1

9 12 -3 -25.0% 4 3 3 1 1 5 1 3

32 35 -3 -8.6% 14 12 2 4 1 7 10 9 8

20 13 +7 +53.8% 1 3 1 1 1 5 17 4

111 (2) 132 -21 -15.9% 52 63 20 26 13 21 11 (1) 11 15 (1) 11
う ち 小 売 業 89 (1) 109 -20 -18.3% 46 51 14 23 9 17 9 8 11 (1) 10

13 7 +6 +85.7% 9 5 2 2 2

20 24 -4 -16.7% 14 16 3 4 1 1 4 1

3 4 -1 -25.0% 2 2 2 1

88 81 +7 +8.6% 30 28 24 23 19 13 11 10 4 7
う ち 社 会 福 祉 施 設 60 55 +5 +9.1% 21 12 15 14 13 12 9 10 2 7

41 37 +4 +10.8% 24 20 5 8 5 4 7 3 2
う ち 飲 食 店 22 19 +3 +15.8% 16 13 3 4 1 1 2 1

(2) 26 (1) 26 (2) 14 12 4 6 5 3 2 3 1 (1) 2

21 29 -8 -27.6% 13 18 3 5 2 3 2 1 1 2

　※ （　）内は、死亡者数を表し内数。  

平成２６年　業種別・署別労働災害発生状況     平成２６年９月末現在

全 産 業

製 造 業

食 料 品 製 造 業

繊 維 工 業

増  減 新居浜

２５年

 松山

２５年

製
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業

２５年

八幡浜

２５年

金 属 製 品 製 造 業

一 般 機 械 器 具 製 造 業

建 設 業

化 学 工 業

窯 業 土 石 製 品 製 造 業

そ の 他 の 繊 維 製 品

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業

パ ル プ ・ 紙 製 造 業

紙 加 工 品 製 造 業

印 刷 ・ 製 本 業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

輸送 用機械 器具製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

そ の 他 の 製 造 業

鉱 業

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

貨 物 取 扱 業

農 業

そ の 他 の 建 設 業

建 築 工 事 業

鉄 道 ・ 道 路 旅 客 業

道 路 貨 物 運 送 業

建

 

設

 

業

土 木 工 事 業

金 融 広 告 業

接 客 娯 楽 業

そ の 他 の 事 業

林 業

清 掃 と 畜 業

商 業

畜 産 ・ 水 産 業

官 公 署

   愛 媛 労 働 局

映 画 ・ 演 劇 業

保 健 衛 生 業

通 信 業

教 育 研 究

２６年２６年 ２６年 ２６年 ２６年

宇和島

２５年

局 今治

２５年 ２６年
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労働災害の増加から
平成２６年５月
建設業における労働災害防止の徹底対する緊急要請（松山労働基準監督署より）
平成２６年５月
労働災害増加注意報発令 （愛媛労働局より）
平成２６年８月
労働災害のない職場づくりにむけた緊急要請（本省、愛媛労働局より）
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平成２５年度飲食店における職場の自主点検結果
愛媛労働局管内
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職場の安全衛生自主点検表 
                                  点検実施日 平成 年 月 日 

 
主な業態 食堂・レストラン   専門料理店（日本料理店、中華料理店、ラーメン店、焼肉店）  

そば・うどん店    すし店    喫茶店    酒場・ビヤホール・料亭 
その他（                                  ） 
                     該当する業態を丸で囲んでください。 

事業場の名称  
 
                  （ＴＥＬ     －    －     ） 

事業場の所在地     都道府県    市区 
 
 

代表者職氏名  
 

点検者職氏名  
 

労働者数 
全労働者数        男   名・女   名・計   名 
（内 正社員以外の労働者数 

   男   名・女   名・計   名） 
この自主点検表は、自社の安全衛生管理体制、作業方法、安全衛生教育の実施状況等について自主的に点検

を行い、労働災害を防止する上での問題点を洗い出し改善するためのものです。該当する項目にチェックを

してください。 
・「はい」にチェックした項目については、現状維持はもとよりさらなる充実に努めてください。 
・「いいえ」にチェックした項目については、速やかに改善を行ってください。 
・本点検表は、行政運営以外の目的に使用することはありません。 
 
１ 労働災害の発生について 
① 過去 3年間の間に休業１日以上の労働災害が発生したか。           □した □していない 
② ①で「した」の場合、何件発生したか。                            件 
③ ①で「した」の場合、被災した労働者の就業形態別に何件発生したか。 
正社員   件、契約社員   件、パートタイム労働者   件、派遣労働者   件、その他   件 
④ ①で「した」の場合、どのような労働災害が発生したか。 
（具体的に：                                      ） 
⑤ 労働災害が発生した場合は、原因を究明して対策を講じているか。         □はい □いいえ 
⑥ ⑤で「いる」の場合、どのような対策を講じているか（複数回答）。 
 設備の改善 ・ 作業方法の改善 ・ 教育の実施 ・ 作業手順書の改善 ・ 表示の改善 
 その他（                 ） 
 
２ 安全衛生管理体制について 
① 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しているか。  
・安全管理者を選任しているか。 □はい □いいえ 
・衛生管理者を選任しているか。 □はい □いいえ 
・安全衛生推進者、衛生推進者を選任しているか。 □はい □いいえ 

・産業医を選任しているか。 □はい □いいえ 
① 安全衛生委員会（衛生委員会）又は安全衛生に関する事項について意見を 
聴く場を設けているか。 

□はい □いいえ 
 

② ②の委員会、意見を聴く場を毎月 1 回以上定期的に開催しているか。 □はい □いいえ 

  
３ 安全衛生教育について   
① 新規に雇入れや作業転換をした者に、教育を実施しているか。 □はい □いいえ 
② 店舗の管理的な従業員に、教育を実施しているか。 □はい □いいえ 

③ 食品加工用機械の取り扱いに際して教育を実施しているか 
 

□はい □いいえ 
 

４ 転倒、転落災害防止について  
①  床面、階段及び通路はつまずきや滑りの原因となる凸凹や水漏れ、ゴミの 
ない状態になっているか。 

□はい □いいえ 
 

② 商品などを床にじか置きしていないか。 □はい □いいえ 
③ 倉庫内に通路を確保しているか。 □はい □いいえ 

④ 不要な什器など廃棄すべきものを置いていないか。 □はい □いいえ 
⑤ 階段には滑り止め、手すりを設置しているか。 □はい □いいえ 
⑥ 床面、階段及び通路は、通行に十分な明るさが保たれているか。 □はい □いいえ 
⑦ 照明器具の清掃を定期的に行っているか。 □はい □いいえ 

⑧ 物や台車の置き場をペイントなどにより明示し、守らせているか。 □はい □いいえ 
  
５ 食品加工用機械について  
① スライサー等、食品の切断機械の危険な部分に覆い等はあるか。 □はい □いいえ 

② ミキサー等の、食品の混合機械の危険な部分に、ふた、覆い等はあるか。 □はい □いいえ 
③ 食品を食品加工用機械に人が送給又は取り出す際、保護具を使用しているか。 □はい □いいえ 
④ 清掃のため覆い、囲い等を取り外した後、現状に復帰しているか。 □はい □いいえ 
  
６ ４S（整理・整頓・清掃・清潔）活動について 
① 「４S活動」を実施しているか。 

 
□はい □いいえ 

② 「４S活動」は手順を決めて定期的に行っているか。 □はい □いいえ 
③ 「４S活動」には店長のリーダーシップの元で行っているか。 
 

□はい □いいえ 
 

７ その他の災害防止対策実施について  

① リスクアセスメントを実施しているか。 □はい □いいえ 
② 職場の安全パトロール巡視を行っているか。 □はい □いいえ 
③ 朝礼やミーティング等で災害防止への注意喚起は行っているか。 □はい □いいえ 

  
 

回答のあった事業場について
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124事業場

85事業場

19事業場

調査対象事業場数

調査票提出事業場数

うち、労働者50人以上

１ 業態
① 食堂・レストラン ２６事業場 （３０．６％）
② 専門料理店 １２事業場 （１４．１％）
③ すし店 ８事業場 （ ９．４％）
④ そば・うどん店 ７事業場 （ ８．２％）

２ 事業規模
① 労働者数１０～４９人 ６１事業場 （７１．８％）
② 労働者数５０～９９人 １５事業場 （１７．６％）
③ 労働者数 １～ ９人 ５事業場 （ ５．９％）
④ 労働者数１００人以上 ２事業場 （ ２．４％）

３ 男女別
男性 １，４４０人 女性 ２，２６１人

４ 非正規雇用労働者の占める割合
非正規雇用労働者 ２，９６１人（約８０％）
全労働者 ３，７０１人

回答して頂いた事業
場は、５０人未満の

事業場で女性のパー
ト等の非正規雇用労
働者の割合が高いと
ころであった。
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１ 労働災害の発生について

9

〔労働災害発生の状況〕

災害発生

事業場数 正社員 契約社員 パート 災害発生無

50人以上 12 0 0 30 7

50人未満 20 7 1 16 46

〔労働災害が発生した際、原因を究明して対策を講じているか〕

講じている 講じていない

50人以上 12 0

50人未満 18 2

講じている 講じていない

50人以上 7 0

50人未満 30 16

災害発生事業場

災害発生　有

災害が発生していない事業場

12
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講じている

講じていない
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7
30

16
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50人以上 50人未満

災害が発生した事業
場では、パート労働者
による災害が多い！

衛生管理者

選任
産業医選任

衛生推進者

選任

安全担当者

選任

衛生委員会

設置

意見を聞く場

を設けている

毎月1回以

上定期開催

50人以上 11 12 4 12 12 12 11
50人未満 14 9 15 18 6 14 11

衛生管理者

選任
産業医選任

衛生推進者

選任

安全担当者

選任

衛生委員会

設置

意見を聞く場

を設けている

毎月一回以

上定期開催

50人以上 5 7 1 6 5 6 5
50人未満 37 15 20 35 13 28 19

災害発生事業場

災害が発生していない事業場
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２ 安全衛生管理体制について
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３ 安全衛生教育について

11

雇い入れ時

等教育
管理的教育

食品機械教

育

機械教育該

当なし

50人以上 12 12 3 9
50人未満 20 20 11 9

雇い入れ時

等教育
管理的教育

食品機械教

育

機械教育該

当なし

50人以上 7 7 4 3
50人未満 44 45 28 16

災害が発生していない事業場

災害発生事業場

12 12

3

9

20 20

11
9

0

5

10

15

20

25

雇い入れ時等教育 管理的教育 食品機械教育 機械教育該当なし

50人以上 50人未満

7 7
4 3

44 45
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20
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雇い入れ時等教育 管理的教育 食品機械教育 機械教育該当なし

50人以上 50人未満

12

つまづき・

すべり対策

不要物等

整理
通路確保 十分な明るさ

照明器具の

定期清掃

台車等置き

場の明示

作業に

適した履物

50人以上 12 12 12 12 11 11 12
50人未満 20 20 20 20 18 14 20

つまづき・

すべり対策

不要物等

整理
通路確保 十分な明るさ

照明器具の

定期清掃

台車等置き

場の明示

作業に

適した履物

50人以上 7 7 7 7 6 4 7
50人未満 46 46 46 46 44 32 46

災害が発生していない事業場

災害発生事業場

12 12
12 12 11 11

12

20 20
20

20 18

14

20

0

5

10

15

20

25

つまづき・

すべり対策
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作業に
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7 7
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7

46 46 46 46 44
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台車等置き

場の明示

作業に

適した履物

50人以上 50人未満

４ 転倒災害防止について
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13

切断機械

の覆い

覆い該当

なし

混合器の

ふた等

ふた等

該当なし
保護具使用

保護具

該当なし
現状復帰

50人以上 2 10 2 10 1 11 9
50人未満 6 11 6 10 6 12 10

切断機械

の覆い

覆い該当

なし

混合器の

ふた等

ふた等

該当なし
保護具使用

保護具

該当なし
現状復帰

50人以上 1 5 2 5 2 4 5
50人未満 18 27 25 21 15 27 29

災害発生事業場

災害が発生していない事業場

1
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5

2

4 5
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27 29
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50人以上 50人未満

５ 食品加工用機械について

14

実施している 定期的実施 リーダーの元

50人以上 2 10 2
50人未満 6 11 6

実施している 定期的実施 リーダーの元

50人以上 7 7 7
50人未満 45 42 44

災害が発生していない事業場

災害発生事業場
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６ ４Ｓ活動について
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15

７ その他の活動について

〔その他の災害防止対策実施について〕

RAの実施
安全パト

ロール

朝礼等での

注意喚起

50人以上 11 11 12
50人未満 10 14 19

RAの実施
安全パト

ロール

朝礼等での

注意喚起

50人以上 5 6 6
50人未満 27 37 41

災害が発生していない事業場

災害発生事業場

11 11 12
10

14 19

0

5

10

15

20

RAの実施 安全パトロール 朝礼等での注意喚起

50人以上

50人未満

5 6 6

27

37
41

0

10

20

30

40

50

RAの実施 安全パトロール 朝礼等での注意喚起

50人以上

50人未満

16
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労働災害は、一瞬の出来事、一時の痛みだけで止まるものではない。労働災害は、一瞬の出来事、一時の痛みだけで止まるものではない。

労働災害の１件の重み

・被災者本人や遺族・家族のその後の生活
・被災者本人の重度な障害を負ってのちの苛酷な半生
・カケガエナイ肉親を亡くした家族の悲嘆と苦労

１件の労働災害が後に残したものを含めて労働災害の怖さを理解することが必要である

労働災害がもたらす重い現実

17

18

安全な職場とは

安全な職場とは、全員が安心して働ける職場で、不安全状態や、
不安全行動がない、全ての危険有害要因を排除した職場である。

「災害等危害が起きていない状態」ではなく、「災害等危害が起こら
ないことが証明された状態」であり、予見可能なあらゆる災害に対
して有効な防止対策を講じることにより、それらの危害が起こらな
いことが合理的に証明されて、初めて安全といえる。

労働災害が発生していないから、「安全」と言うことではない！
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災 害

物（不安全状態）

人（不安全行動）

危険がむき出しになっている状態

危険を自ら呼び起こす状態

安全衛生管理

労働災害発生のメカニズム

直接的にしても、間接的にしても人が関与している

19

20作業場に存在するリスクを見つけ出すことが重要！

刃物による切創

つまづき・転倒

やけど 腰 痛
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飲食店では３つの災害を重点に

３つの災害
① 転倒災害
② 切れ・こすれ災害
③ 高温・低温の物との接触

飲食店における労働災害の２／３を占めている。

21

その他災害
① 熱中症
② 一酸化炭素中毒
③ 腰痛 ・・・・

22
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組織的な対策の実施が重要！

自らの責務について認識自らの責務について認識
事業場の
トップ

安全推進者、衛生推進者など

安全衛生
管理スタッフ

安全衛生活動に参加
積極的に災害防止に取り組む
安全衛生活動に参加
積極的に災害防止に取り組む

労働者自身

中核となって対策を展開中核となって対策を展開

23

24

安全衛生管理体制

―安全推進者の配置等に係るガイドライン―
ポイント

安全推進者の選任を！
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安全衛生推進者の職務 
イ． 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を

含む。)の点検および使用状況の確認ならびにこれらの結

果に基づく必要な措置に関すること 

ロ． 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)および作業方法

の点検ならびにこれらの結果に基づく必要な措置に関する

こと 

ハ． 健康診断および健康の保持推進のための措置に関するこ

と 

ニ． 安全衛生教育に関すること 

ホ． 異常な事態における応急措置に関すること 

へ． 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること 

ト． 安全衛生情報の収集および労働災害、疾病・休業等の統

計の作成に関すること 

チ． 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等

に関すること 

松山 太郎
安全推進者
氏 名

作業場の見やすい場所に掲示を！

個人の能力や経験のみに依存せず、組織的・継続的に安全衛生活動を
展開する必要

［属人的管理から組織的管理へ］
あと１０年もすれば、経験に基づいた安全衛生管理を行える世代は職

場からいなくなります。その世代がもつノウハウが職場から消滅する前に、
次世代に継承する手だてを考える必要があります。

そのために、衛生委員会等の組織的・継続的活動が実施できるように検
討して下さい。

衛生委員会等の活性化を！

衛生委員会等の効果的な活用を！

26
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転倒災害防止

基本は４Ｓ・・・・・「整理」「整頓」「清掃」「清潔」

滑り防止対策
◯ 床面をよく清掃する。
◯ 床面の水や油をよくふき取る。
◯ 滑り止めのマットを敷く。
◯ 滑り止めのテープを貼る。
◯ 滑りにくい靴底を履く。

つまづき防止対策
◯ 通路に物を置かないようにする。
◯ 床面の凸凹をできるだけなくす。
◯ 通路の損傷は、早く直す。
◯ 段差はできるだけスロープにし、
色別表示で注意喚起を促す。

◯ 通路の照度を十分確保する。

転倒による労働災害では、平均休業日数は１ヶ月を超えてい
ます。休業日数が半年を超えるケースや、完治せずに障害が
残るケースなどがあり、転倒災害は決して軽い災害ではあり
ません。

焦らず、時間に余裕を持った行動を！

28

切れ・こすれ災害防止

刃物による「切れ、こすれ」災害の防止
◯ 刃物を使用する時は目線を外さないようにしましょう。
◯ ４Ｓを徹底し、使い終わった刃物はきちんと片付けましょう。
◯ 冷凍食材をカットする際は食材が滑ったり転がったりするおそれがあることに留意して作業しましょう。
割れた食器などによる「切れ、こすれ」災害防止
◯ 食器を洗うときにはゴム手袋など、手先を保護するものを着用しましょう。
◯ ゴミ袋にも割れた食器や焼き鳥の串などの鋭利なものが混入している可能性があるので、軍手や長いエプロンなど、手
先や足下を保護するものがあれば着用しましょう。

缶や鋭利部分による「切れ、こすれ」災害の防止
◯ 缶の蓋、缶の縁などの手を切る場合があるので注意しましょう。
◯ 缶切りのいらないプルトップ型の缶でも「切れ、こすれ」災害は発生するので気をつけましょう。
食品加工機械による「切れ、こすれ」災害の防止
◯ 刃物部分のガードなどを外すなど、本来の状態でない形で使用しないようにしましょう。
◯ 機械の点検、清掃、修理をする場合には、機械を停止し、完全に止まっていることを確認してから作業しましょう。

食品加工機械による「切れ、こすれ」災害は、特に重篤度が高く、手指の
欠損など、重い障害が残る場合あります！

切創防止用手袋が有効です！
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高温・低温の物との接触災害防止

フライヤーの使用に際して
◯ フライヤーを使う際には、長靴、長いエプロン、耐熱の手袋など、身体を保護するものを
着用して作業しましょう。

◯ 油の交換作業を含むフライヤーのメンテナンスに際しても高温の油に触れるリスクがある
ことを念頭において作業しましょう。

コーヒーメーカーの使用に際して
◯ コーヒー抽出後のフィルターの内容物は高温であり、熱湯が残っている場合もあるので、
フィルターやコーヒーを取り出す際には十分注意しましょう。

４Ｓ活動を徹底しましょう
◯ 厨房内の床が濡れていたり、余計な荷物が置いてあると転倒のもとになるので、清掃や
片付けを徹底しましょう。

◯ 熱湯などを入れた寸胴鍋などの容器を運んでいる時の転倒は「高温・低温の物との接
触」にもつながりますので、注意しましょう。

熱中症にも注意しましょう
◯ 厨房内の暑熱な環境になりがちなため、熱中症の発生のおそれもあることに留意しま
しょう。

転倒災害防止同様、４Ｓ活動の徹底が重要です

かたづけ！ 分別！

床ふき！ お掃除！

30

①４Ｓ活動

安全衛生活動の基本は４Ｓ
「整理」「整頓」「清掃」「清潔」が基本！

整理 不要な物と必要な物を分けて、不要な物を処分すること

作業をする場所や身の回りのほか、廊下や共有スペースのゴミや汚れを取り除くこと

必要な物をすぐ取り出せるように、わかりやすく安全な状態で配置すること整頓

清掃

清潔 整理・整頓・清掃を繰り返し、衛生面を確保し、快適な職場環境を維持すること

「必要な物が、必要な時に、必要な場所に、必要な数だけ」

４S活動 = 災害の原因を取り除く

◆４S活動は、労働災害の防止だけではなく、作業のしやすさ、作業の効率化も期待できます。

主な安全活動
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②KY・ヒヤリハット活動

KY活動・ヒヤリハット活動= 潜んでいる危険を見つける
◆ＫＹとは「危険（K）・予知（Ｙ）」のことです。
ＫＹ活動は、業務を開始する前に職場で「その作業では、どんな危険が潜ん
でいるか」を話し合い、「これは危ない」というポイントは対策を決め、作
業のときは、⼀⼈ひとりが「指差し呼称」をして⾏動確認します。
◆「うっかり」、「勘違い」、「思い込み」などは安全ではない⾏動を招き、
災害の原因となります。

32

②KY・ヒヤリハット活動

◆ヒヤリ・ハット活動とは、作業中にヒヤリとした、ハッとしたが幸い災害に
ならなかった事例を報告・提案する制度を設け、災害が発生するまえに対策
を打という活動です。

（ヒヤリ・ハット事例）
○ヒヤリ・ハットの状況
商品の仕分け作業庫で商品を運搬中、床が散水
により濡れていたため、転びそうになった。

○対策
・床面に散水したときは、すぐに拭き取る。
・商品を運ぶときは台車を使用する。
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③危険の「見える化」

◆危険の「⾒える化」は、職場の危険を可視化
（＝⾒える化）し、従業員全員で共有することです。
KY活動で⾒つけた危険のポイントに、ステッカーなどを貼りつけることで、
注意を喚起します。
◆墜落や衝突などのおそれのある箇所が分かっていれば、慎重に⾏動するこ
とができます。

危険の「見える化」 = 危険を周知する

34

④安全教育

安全教育 = 正しい作業方法を学ぶ

◆「腰痛を防ぐ方法」、「器具の正しい操作方法」などを知っていれば、労働災害
を防ぐことができます。
◆教育・研修では、「どんな災害が起こっているか」、「どうしたら災害は防げる
か」、「正しい 作業手順（マニュアル）」はどのような内容かなどを従業員に
伝え、教えます。
◆朝礼など皆が集まる機会を捉えて教育・研修を⾏う⽅法もあります。
特に、はじめて職場に就いた従業員には雇い入れ時に安全教育を⾏う必要があり
ます。

◆安全活動は、経営者や責任者の責務であるとともに、正社員、パート、アルバイ
ト、派遣にかかわらず、従業員も全員参加することが重要です。
◆従業員⼀⼈ひとりの安全意識を⾼めるために、朝礼などの場を活⽤したトップの
｢安全で安心な職場づくり｣の表明や、チラシ などによる周知などが効果的です。

⑤安全意識の啓発

安全意識の啓発 = 安全参加
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第43条 雇入時の健康診断

第44条 定期健康診断

第45条 特定業務従事者の健康診断

第45条の2海外派遣労働者の健康診断

第47条 給食従業員の検便

労働安全衛生法第66条第１項
↓

労働安全衛生規則

35

１ 既往歴及び業務歴の調査
２ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
３ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
４ 胸部エックス線検査
５ 血圧の測定
６ 貧血検査（血色素量、赤血球数）
７ 肝機能検査（GOT、GPT、γ－GTP）
８ 血中脂質検査（ＬDL・ＨＤＬコレステロール、血清トリ

グリセライド）
９ 血糖検査
１０ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
１１ 心電図検査

労働安全衛生規則第44条

36
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個人票の裏面

医師からの意見聴取を確実に実施し、
健康診断実施後の措置を徹底して下さい！

37

38

生産管理とは

安全管理

どんなに「ムラ」、「ムダ」、「ムリ」がなく
ても、災害を多発したり、トラブルを起こ
しては、よい生産管理とはいえない。

「品質管理」、「原価管理」、「工程管理」、「安全管理」が重要！

安全管理

品質管理

原
価
管
理

生産管理

より安全に！

よりおいしく！

工
程
管
理

よ
り
早
く
！

よ
り
安
く
！

品質管理

注文されたものが仕様どおり、忠実に
生産し、「ムラ」のない生産をする。

原価管理

生産手順を工夫し、効率的な管理をし
て「ムダ」を省きコストダウンを図る。

工程管理

生産計画を練りに練って「ムリ」のない
手順で、しかも、最高な方法で、時間内
に完成させる。



20

安全管理は「人の管理」

災害の原因は、根本的には「人の判断と行動」である。

よって、安全管理の基本は「どのようにして人を管理するか」
ということになる。

人を知り、人を動かすことが重要

39

□ 人は機械ではない。（不完全）
人は不完全であり、危険な行動や判断ミスや指示ミスをしてしまうもの。

□ 管理する人間が、正しい（適切な）判断と行動をすること。

人を動かす

人を知る

40

人を知る

① 同時にいろいろなことをやろうとして、混乱を起こしやすい。
② 何が重要な情報か選択できないため、混乱を起こしやすい。
③ 熟練者のように手足がひとりでに動くような操作ができない。
④ 危険が予測できないことから、作業に迷いが生じ動作が遅くな
り、判断や操作に乱れが生じやすい。

⑤ 知識不足、技能不足であることが多い。
⑥ 他の作業者が近くで行っている作業まで気が回らない。

□ 初心者は「仕事が見えない」と言われる。
次のようなことを自覚する必要がある。

□ 初心者の心構え

① 作業現場で危険を感じとり、安全だと判断したことをやるように
心がけ、「危険感受性」を高めるように努力する。

② 「なぜ、熟練者はこんな動作をするのか」などを、熟練者を常に
観察する。

初心者のエラー
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不安全行動の原因と３つの教育

１．正しい作業方法を
知らない
「知識教育」

２．正しい作業方法を
知っている
「技能教育」

３．正しい作業方法を
知っており、できる
「態度教育」

やらなかった

できなかった

１．指導を
受けていない

２．指導を受けたが
覚えていない

いつも

その時

１２％

５５％

６７％

７％

２６％

41

人を知る

３つの教育の手段

目 的 内 容 方 法

知 識
教 育

・取り扱う機械、設備の構造、機能、性能の概念形成を図る。
・災害発生の原理を理解させる。
・安全衛生に関する法規、規定、基準について教える。
・作業に必要な作業手順を教える。

講 義
討 議

技 能
教 育

・作業の基礎となる技能・技術を習得させる。
・前記の基礎技能・技術を踏まえて、応用技術を習得させる。 実 習

O J T

態 度
教 育

・安全衛生作業に対する心構え、身構えを教える。
・職場規律、安全規律を身につけさせる。
・意欲づけ、やる気を起こさせる。

実 習
O J T

コーチング

42
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人はすぐに忘れる

100%

50%

0%

エビングハウスの忘却曲線

学習直後は100%覚えていたものが

20分後に覚えているが58%
1時間後に覚えているのが44%

9時間後には36%

1日後には26%になる

6日後には24%
1ヶ月後には21%になる

43

人を知る

人を動かす

44

「やってみせて 言って聞かせて させてみる
ほめてやらねば 人は動かじ」

山本五十六

皆さんが正しい知識と技術を身につけ、正しい行動をすることを心がけて下さい。
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最後に

安全はあなた自身のため、家族のためです。

45

ご安全に！


